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                   SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS, INC.



N.A. IMDS/ELV Environmental Procedures and 

Requirements           

Sumitomo Electric Wiring Systems, Inc. North America （北米ＳＥＷＳ）は、ワイヤ・ハーネス部品、電子制御宇ニット（ＥＣＵ）及びバスバー・ボックスに関するＩＭＤＳ／ＥＬＶ情報の報告を要求します。具体的には、Production Part Approval Process (PPAP)の必須項目として2003年1月10日よりＩＭＤＳ／ＥＬＶ情報報告を要求しております。
　背景：International Material Data System (IMDS)は、欧州連合（E.U.）より施行された廃車指令（End-of-Life Vehicles (ELV) 指令 (2000/53/EEC)）に基づいて作られたものです。ＥＬＶ指令は、使用済み自動車の処分方法、再利用、リサイクル及び回収を管理し、廃棄物を削減するために施行された指令。IMDS データベースはChrysler、Ford、GM、Porsche、Volkswagen、Volvo、Fiat、Toyota、Mazda、 Mitsubishi、及びEDS によって作られ、ＥＬＶ指令への準拠を目的に自動車構成成分情報を電子データで収集できるツールです。  
　　ＥＬＶ指令の対象はヨーロッパのみですが、ヨーロッパで販売される自動車だけを切り出すことが困難なため、多くの自動車メーカーはＥＬＶ指令の要求事項を世界的に導入。現在はほとんどの自動車メーカー（独自のデータベースを使っているホンダ自動車を除く）がIMDSを使用。ホンダについては北米ＳＥＷＳが化学成分情報をIMDSからホンダＥＬＶデータ収集システムに移行しています。IMDSデータベースについてより詳しく調べたい方は www.mdsystem.com を参照してください。
手順：
1) IMDS/ELV 情報の提出方法は２つの方法があります。
(a.) IMDSデータベースを使用している仕入先はSEWS N.A. IMDS 

のアドレス番号 17687に提出できます。IMDS データベースの使用は無料です。また、複数の客先への提出が容易にできます。  

(b.) IMDS データベースを使用していない仕入先は添付のIMDS Input Guidelineにて提出でます。
2) それぞれの資材に関するIMDS 情報をPPAP 資料の一部として提出してください。  遵守保証のため、各資材についてIMDSの ID番号、または記入済みのIMDS Input Guideline を要求します。
要求事項: 複数の客先がおり、自動車メーカー間の要求に差異がありますが、同じ資材について複数回提出することをなるべく回避できるよう、全てのガイドラインを網羅する要求事項を設定しました。下記要求事項を遵守しなければIMDS/ELV提出が却下されます。
I. IMDS情報提出の際は以下の文章が「Material Remarks」セクションに必ず記載されていなければなりません：「 There are no restricted or reportable substances per GADSL or TSZ0001G, other than those specifically identified.」  
II. 資材の名前は通称を使うこと（例えば同合金 Copper Alloy C26000 またはPBT-GF30）。金属・樹脂はグレード名などは可としますが、固有名詞や資材の機能（例えばDelrin© や「導体」は不可.  
III. 各資材のそれぞれの成分比率を足し算すると合計が１００％のこと。.

IV. 各資材の重量はそれぞれの構成要素や「semi-component」の総重量と一致すること。
V. 電線、テープ、チューブなど、長さがばらつくものは「semi-component」として扱われ、一定の長さ当たりの重量を記入すること。重量については品名の隣に括弧（　　）内に記入できます（例：FR Tape (8.45 g/m)。
VI. 総化学成分は９０％以上を開示のこと。多くの情報を開示することにより、情報の再提出が今後要求される確率が少なくなります。尚、現在は９０％ですが、今後９５％に変更される予定。化学成分はなるべくＣＡＳ番号も記入のこと。残り１０％の成分は一般的な表現で記入できます（例えば、「色素」、「その他」、「その他添加物 」、「有機成分」など）。開示比率９０％以上の設定は、ELV指令が要求する再利用・回収率が２００６年１月１日までに自動車平均重量の８５％、２０１５年１月１日までに９５％となっているからです。リサイクル可能比率を特定するには化学成分情報が必要です。
VII. 製品に高分子マークがついているかを必ず示すこと。高分子部品が ISO1043、11469に従ってマーキングされている場合は「Ｙｅｓ」、されていない場合は「Ｎｏ」と示すこと。このマークは、熱可塑性部品は１００ｇ以下、ゴム製部品は２００ｇ以下であれば必要ありません。しかし、今後の変更を考えると、ISOマークが存在するものには必ずマークを付けて、重量２５ｇ以上の部品は「Ｙｅｓ」か「Ｎｏ」を示すことを推薦します。
VIII. Application code 対象成分を含有する資材はApplication codeをしめしてください。２００６年３月１日より、Application codeが記載されていないMaterial Data Sheet (MDS)の提出が不可となります。 
下記「ＩＭＤＳ情報入力例」を参照ください。
１／２ページ

ＩＭＤＳシステムへの入力について

　ＩＭＤＳシステムに下記情報を入力することが必要です。セクションＩ，ＩＩは、貴社よりＳＥＷＳに納めている各々の製品毎に記入してください。セクションIIIは、セクションＩＩの製品を構成する要素（資材）の化学成分すべてについて情報が要求されます。（セクションＩＩＩは成分の数に応じて必要枚数をコピーしてください。）

　ＩＭＤＳ入力に関する質問等は、Jeremy Pedigo (Tel. (270) 782-7397内線2349、又はBrenda Smith (Tel. (270) 782-7397内線2364までお問い合わせください。ＭＳワードにてこの帳票にデータを入力してください。補足情報が必要な場合は追加してください。

Ｉ．仕入れ先情報

Ａ．仕入れ先名

Ｂ．担当者（窓口）

Ｃ．住所

Ｄ．電話番号

Ｅ．電子メールアドレス

ＩＩ．仕入れ製品情報
Ａ．住友品番

Ｂ．製造元品番

Ｃ．製造元品名
Ｄ．一つ当たりの重量

Ｅ．公差

＊下記ＩＩＩ．Ｇ．の合計は上記ＩＩ．Ｄ．の数値と一致すること

ＩＩＩ．構成要素
　注：上記セクションＩＩ．の「仕入れ先製品」が複数の成分から成っている場合はその数に応じて下記セクションの必要枚数をコピーしてください。

Ａ．資材名称

Ｂ．資材番号

Ｃ．化学記号

Ｄ．資材の区分

２／２ページ

Ｅ．規格・標準

Ｆ．製造元

Ｇ．単位当たりの重量

＊＊全構成要素の合計は上記ＩＩ．Ｄ．の数値と同じであること

構成要素に含有される化学成分

　それぞれの化学成分と、上記ＩＩＩ．Ｇ．に記載されている「単位当たり重量」に占める割合を記入してください。割合は百分率の定率、または範囲で示してください。化学成分はすべて報告すること。所有権の対象となる化学成分がある場合はこれを示してください。

	化学成分
	ＣＡＳ番号
	構成要素全体に占める割合

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


· 「その他・generic substance」は１０％以下のこと。
· 「Generic substance」とは、ＣＡＳ番号の無い物質を意味する。
· ＧＡＤＳＬ・TSZ0001Gで「Forbidden」又は「Reportable」とされている成分は「Confidential」と記載しないこと。

· ＣＡＳ番号の無い成分（例えば、「その他」、「他の添加物」、「有機物」、「無機物」、「秘密成分）は「Restricted」・「Reportable」成分を含有しないこと。

□
具体的に示しているもの以外は、Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) 又はTSZ0001Gの「Restricted」・「Reportable」成分は含有してません。

□
本社よりＳＥＷＳに供給する資材生産に関する成分情報はすべて開示して
いることを証明します。


(機密扱いが必要な情報がある場合は、その重要性を下記に記載するこ
　
と。）
ＩＭＤＳ情報入力例  　　　　　　                １／３
（例）
　ＩＭＤＳシステムに下記情報を入力することが必要です。セクションＩ，ＩＩは、貴社よりＳＥＷＳに納めている各々の製品毎に記入してください。セクションIIIは、セクションＩＩの製品を構成する要素（資材）の化学成分すべてについて情報が要求されます。（セクションＩＩＩは成分の数に応じて必要枚数をコピーしてください。）

　ＩＭＤＳ入力に関する質問等は、Jeremy Pedigo (Tel. (270) 782-7397内線2349、又はBrenda Smith (Tel. (270) 782-7397内線2364までお問い合わせください。ＭＳワードにてこの帳票にデータを入力してください。補足情報が必要な場合は追加してください。

Ｉ．仕入先除法

Ａ．仕入れ先名：

一番工業株式会社

Ｂ．ＩＭＤＳ担当者：
鈴木太郎

Ｃ．住所：


日本国、三重県久居市、田中町２－１８　〒510-118

Ｄ．電話番号：

81-555-55-1234

Ｅ．電子メール：

tsuzuki@ichiban.co.jp
ＩＩ．製品情報
Ａ．住友品番：

９９９９－９９９９

Ｂ．製造元品番：

８５５５－ＸＸＸＸ

Ｃ．製造元品名：

スチール・ボルト（Ｓ２５Ｃ）

Ｄ．一つ当たりの重量：
２０ｇ

Ｅ．公差：


±５％


III. 構成要素Ａ

Ａ．資材名称：

鋼材（Ｓ２５Ｃ）

Ｂ．資材番号：

Ｓ２５Ｃ

Ｃ．記号：


Ｎ／Ａ

Ｄ．区分：


１．１鋼材・鋳鋼・焼結鋼

Ｅ．規格・標準：

Ｎ／Ａ

Ｆ．供給元：

マックス製鋼株式会社

Ｇ．重量：


１５グラム

構成要素Ａ化学成分
それぞれの化学成分と、上記ＩＩＩ．Ｇ．に記載されている「単位当たり重量」に占める割合を記入してください。割合は百分率の定率、または範囲で示してく
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ください。化学成分はすべて報告すること。所有権の対象となる化学成分がある場合はこれを示してください。
	成分
	ＣＡＳ番号
	割合

	鉄
	7439-89-6
	５０～６０％

	炭素
	7440-44-0
	15%

	マンガン
	7439-96-5
	25-30%

	リン
	7723-14-0
	2-3%

	その他
	システム
	1%


ＩＩＩ．構成要素Ｂ
Ａ．資材名称：

Ｚｎ／三価Ｃｒメッキ

Ｂ．資材番号：

Ｎ／Ａ

Ｃ．記号：


Ｚｎ／Ｃｒ³
Ｄ．区分：


３．３亜鉛メッキ

Ｅ．規格・標準：

Ｎ／Ａ

Ｆ．供給元：

一番メッキ株式会社

Ｇ．重量＊＊：

５グラム

＊＊合計は上記ＩＩ．Ｄ．の数値と一致すること

構成要素Ｂ化学成分
それぞれの化学成分と、上記ＩＩＩ．Ｇ．に記載されている「単位当たり重量」に占める割合を記入してください。割合は百分率の定率、または範囲で示してください。化学成分はすべて報告すること。所有権の対象となる化学成分がある場合はこれを示してください。
	成分
	ＣＡＳ番号
	割合

	亜鉛
	7440-66-6
	99.98525%

	三価クロム
	16065-83-1
	0.0105%

	バリウム
	7440-39-3
	0.00105%

	コバルト
	7440-48-4
	0.0032%


· 「その他・generic substance」は１０％以下のこと。
· 「Generic substance」とは、ＣＡＳ番号の無い物質を意味する。
· ＧＡＤＳＬ・TSZ0001Gで「Forbidden」又は「Reportable」とされている成分は「Confidential」と記載しないこと。
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· ＣＡＳ番号の無い成分（例えば、「その他」、「他の添加物」、「有機物」、「無機物」、「秘密成分）は「Restricted」・「Reportable」成分を含有しないこと。

 FORMCHECKBOX 

具体的に示しているもの以外は、Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) 又はTSZ0001Gの「Restricted」・「Reportable」成分は含有してません。

 FORMCHECKBOX 

本社よりＳＥＷＳに供給する資材生産に関する成分情報はすべて開示して
いることを証明します。

(機密扱いが必要な情報がある場合は、その重要性を下記に記載するこ
　
と。）

改訂履歴

発行日付：２００５年９月１４日

発行者： J. Pedigo
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